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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前方から後方に向かって可撓性フラットケーブルを挿入する挿入凹部が凹設された絶縁ハ
ウジングと、
　起立支持片と、起立支持片から前方に突出して挿入凹部に臨む接触片と、起立支持片か
ら後方に突出して絶縁ハウジングの後方に形成されたカム収容凹部に臨む従動片とを一体
に有し、起立支持片の基端が絶縁ハウジングに固定され、接触片と従動片がそれぞれ挿入
凹部とカム収容凹部内で揺動自在に支持される板状の導電コンタクトと、
　基端側に形成されるカム部が、導電コンタクトの従動片に直交する回転軸周りでカム収
容凹部内に回動自在に収容されることにより、前記絶縁ハウジングにロック位置と解放位
置の間で回動自在に取り付けられるロックレバーとを備え、
　ロックレバーのカム部をカム収容凹部内で回動して前記導電コンタクトの従動片を前後
方向に直交する鉛直方向に揺動させ、ロック位置で接触片を挿入凹部内に挿入される可撓
性フラットケーブルに弾性接触させ、解放位置で接触片を挿入凹部から後退させ、挿入凹
部に可撓性フラットケーブルを挿抜する間隔を形成するロックレバー付き電気コネクタで
あって、
　導電コンタクトを固定した絶縁ハウジングの後方から前方に向かってカム収容凹部に収
容されるロックレバーのカム部を、カム収容凹部から後方に対して抜け止めする抜け止め
突起を従動片に形成し、
　カム部の回転軸に沿った側方の部位に、ロックレバーと一体に前記回転軸の軸周りに環
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状突部を突設するとともに、前記環状突部を後方から遊挿させ、前記回転軸の鉛直方向の
上側の方向と下側の方向の移動を規制して、環状突部を前記回転軸周りに回動自在に案内
する位置決め手段を、前記絶縁ハウジングに設け、若しくは前記絶縁ハウジングに取付け
ることを特徴とする電気コネクタ。
【請求項２】
回路基板の導電パターンに半田付けされ、絶縁ハウジングを回路基板上に固定するホール
ド金具が、絶縁ハウジングに固定して取り付けられ、
　位置決め手段は、ホールド金具の後方で二股に分岐する一対の腕部で構成され、一対の
腕部の間に環状突部が挿通することを特徴とする請求項１に記載の電気コネクタ。
【請求項３】
一対のホールド金具が、それぞれ絶縁ハウジングの挿入凹部の両側に沿って固定され、各
ホールド金具の一対の腕部に、カム部の両側で前記回転軸の軸周りに突設された環状突部
が挿通することを特徴とする請求項２に記載の電気コネクタ。
【請求項４】
位置決め手段は、カム部の回転軸に沿ったカム収容凹部の側方に凹設された凹溝で構成さ
れ、凹溝に環状突部が挿通することを特徴とする請求項１に記載の電気コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可撓性フラットケーブルを接続する電気コネクタに関し、更に詳しくは、ロ
ックレバーを回動操作することにより、挿抜去力を加えることなく可撓性フラットケーブ
ルを導電コンタクトへ接続する電気コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　フレキシブル印刷配線板（ＦＰＣ）やフレキシブルフラットケーブル（ＦＦＣ）等の可
撓性フラットケーブルは、電気コネクタの挿入凹部内で導電コンタクトが弾性接触して導
電コンタクトと電気接続するため、従来は、可撓性フラットケーブルを挿入凹部へ挿抜す
る際に、導電コンタクトを挿入凹部から後退させて導電コンタクトからの弾力を受けずに
挿抜するようにしている。
【０００３】
　以下、ロックレバー１０１を回動させて導電コンタクト１０２を挿入凹部１０３へ進退
させるバックフリップ方式の特許文献１に記載の電気コネクタ１００を、図１０、図１１
を用いて説明する。この電気コネクタ１００は、プリント配線基板上に実装され、絶縁ハ
ウジング１０４に固定される導電コンタクト１０２を介して可撓性フラットケーブル１２
０をプリント配線基板の対応する導電パターンへ電気接続するもので、直方体状の絶縁ハ
ウジング１０４の前面（図中左側面）から後方に向かって可撓性フラットケーブル１２０
の端末部を挿入する挿入凹部１０３が凹設されている。
【０００４】
　絶縁ハウジング１０４には、可撓性フラットケーブル１２０の配線パターン数に応じた
数の導電コンタクト１０２が図中の紙面に直交する方向に互いに所定の絶縁間隔を隔てて
固定され、図１０に示すように、各導電コンタクト１０２は、絶縁ハウジング１０４の前
後方向に固定される固定片１０２ｃの中間に起立支持された起立支持片から前後方向に突
設された接触片１０２ａと、従動片１０２ｂとを有し、接触片１０２ａが挿入凹部１０３
に、従動片１０２ｂが後述するカム収容凹部１０５に臨んでいる。
【０００５】
　絶縁ハウジング１０４の挿入凹部１０３の後方には、後面と上面に開口するカム収容凹
部１０５が凹設されている。ロックレバー１０１は、基端側に形成されたカム部１０６が
カム収容凹部１０５内で回動自在に収容されることにより、図示する紙面に直交する回転
軸周りで、図１０に示す解放位置と図１１に示すロック位置との間で回動自在に絶縁ハウ
ジング１０４に取り付けられる。
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【０００６】
　ロックレバー１０１のカム部１０６は、ロック位置で鉛直方向を、解放位置で水平方向
（前後方向）を長手方向とする長円形のカム面を有し、その回転軸に沿って互いに絶縁し
て配置される全ての導電コンタクト１０２の各従動片１０２ｂの下方に配置されている。
図１０に示す解放位置では、カム部１０６が従動片１０２ｂに当接せず、回転モーメント
を受けない導電コンタクト１０２の接触片１０２ａは自らの弾性で挿入凹部１０３の上方
に後退し、挿入凹部１０３内に接触片１０２ａと接触せずに可撓性フラットケーブル１２
０を挿入可能な隙間が形成される。従って、ロックレバー１０１を起立させた解放位置と
して、接触片１０２ａからの弾力を受けずに可撓性フラットケーブル１２０を挿入凹部１
０３に挿抜できる。
【０００７】
　挿入凹部１０３へ可撓性フラットケーブル１２０の端末を挿入した後、ロックレバー１
０１を図１１に示す水平なロック位置まで回動させると、カム部１０６が従動片１０２ｂ
を押し上げて従動片１０２ｂを図中反時計回りに回転させる。その結果、従動片１０２ｂ
の基端に発生する回転モーメントが起立支持片を介して接触片１０２ａに伝達され、接触
片２ｃは挿入凹部１０３内に向かって撓み、挿入凹部１０３に挿入されている可撓性フラ
ットケーブル１２０の対応する配線パターンに弾性接触する。
【０００８】
　可撓性フラットケーブル１２０を引き出す際には、ロックレバー１０１を再び解放位置
まで回動させ、従動片１０２ｂとカム部１０６との当接を解除する。その結果、導電コン
タクト１０２は、再び外力を受けない自由状態に自らの弾性で復帰し、接触片１０２ａが
挿入凹部１０３から後退することによって、可撓性フラットケーブル１２０を負荷を受け
ることなく引き出すことができる。
【０００９】
　上述のように構成される電気コネクタ１００では、ロックレバー１０１のカム部１０６
を絶縁ハウジング１０４の後方からカム収容凹部１０５へ収容して組み付けるために、カ
ム収容凹部１０５の後方を開口させているが、ロックレバー１０１が解放位置にある場合
には、カム部１０６が従動片１０２ｂに当接せず、水平方向に扁平な形状である為にカム
収容凹部１０５から後方に抜け出てしまう恐れがある。そこで、カム収容凹部１０５の後
方で臨む導電コンタクト１０２の従動片１０２ｂの後端と固定片１０２ａの後端のいずれ
か若しくは双方を楔形のストッパー１０７を形成して、鉛直方向で対向する両者の隙間を
カム部１０６の短手方向幅より短くし、後方への脱落を防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１１－１５９４５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上述のように、従動片１０２ｂ及び／又は固定片１０２ａの後端に楔形
のストッパー１０７を形成しても、従動片１０２ｂ自体が上下方向に揺動自在である為に
、ロックレバー１０１に予想しない方向と大きさの外力が加わったり、解放位置を超えて
更にロックレバー１０１を無理に回転させようとした場合に、カム部１０６がその前方下
端を中心に異常に回転して従動片１０２ｂを押し上げ、その結果、従動片１０２ｂと固定
片１０２ｃやカム収容凹部１０５の底面との隙間が拡大して、ロックレバー１０１が脱落
してしまうことがあった。また、カム収容凹部１０５から抜け出るまでに至らなくても、
従動片１０２ｂを異常に撓ませた状態でロックレバー１０１が停止するので、従動片１０
２ｂが疲労し、正常に弾性変形せずにロック動作が行われない場合が生じた。
【００１２】
　一方、楔形のストッパー１０７を形成する従動片１０２ｂと固定片１０２ｃの後端間の
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隙間を狭めれば、従動片１０２ｂが上方に押し上げられても、カム部１０６が抜け出ない
隙間とすることができるが、従動片１０２ｂが自由状態で固定片１０２ｃと一定幅の隙間
がないと、ロックレバー１０１のカム部１０６を後方からカム収容凹部１０５内に組み込
む際に、カム部１０６により従動片１０２ｂが弾性限度を超えて撓み、塑性変形する恐れ
があるとともに、解放位置を超えたロックレバー１０１の異常回転を防止するものではな
いので、従動片１０２ｂを異常に撓ませた状態でロックレバー１０１が停止するという課
題は解決できなかった。
【００１３】
　本発明は、このような従来の問題点を考慮してなされたものであり、ロックレバーの脱
落を確実に防止する電気コネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述の目的を達成するため、請求項１に記載の電気コネクタは、前方から後方に向かっ
て可撓性フラットケーブルを挿入する挿入凹部が凹設された絶縁ハウジングと、起立支持
片と、起立支持片から前方に突出して挿入凹部に臨む接触片と、起立支持片から後方に突
出して絶縁ハウジングの後方に形成されたカム収容凹部に臨む従動片とを一体に有し、起
立支持片の基端が絶縁ハウジングに固定され、接触片と従動片がそれぞれ挿入凹部とカム
収容凹部内で揺動自在に支持される板状の導電コンタクトと、基端側に形成されるカム部
が、導電コンタクトの従動片に直交する回転軸周りでカム収容凹部内に回動自在に収容さ
れることにより、前記絶縁ハウジングにロック位置と解放位置の間で回動自在に取り付け
られるロックレバーとを備え、ロックレバーのカム部をカム収容凹部内で回動して前記導
電コンタクトの従動片を前後方向に直交する鉛直方向に揺動させ、ロック位置で接触片を
挿入凹部内に挿入される可撓性フラットケーブルに弾性接触させ、解放位置で接触片を挿
入凹部から後退させ、挿入凹部に可撓性フラットケーブルを挿抜する間隔を形成するロッ
クレバー付き電気コネクタであって、
　導電コンタクトを固定した絶縁ハウジングの後方から前方に向かってカム収容凹部に収
容されるロックレバーのカム部を、カム収容凹部から後方に対して抜け止めする抜け止め
突起を従動片に形成し、カム部の回転軸に沿った側方の部位に、ロックレバーと一体に前
記回転軸の軸周りに環状突部を突設するとともに、前記環状突部を後方から遊挿させ、前
記回転軸の鉛直方向の上側の方向と下側の方向の移動を規制して、環状突部を前記回転軸
周りに回動自在に案内する位置決め手段を、前記絶縁ハウジングに設け、若しくは前記絶
縁ハウジングに取付けることを特徴とする。
【００１５】
　ロックレバーをロック位置と解放位置の間で回動操作させる通常の操作力をロックレバ
ーに加えている間は、カム部が回転軸周りに回動し、環状突部も位置決め手段によって回
動自在に案内される。
【００１６】
　通常の操作力以外の予期しない外力がロックレバーに加わると、カム部に前記回転軸か
ら外れた軸周りで回転軸を鉛直方向に移動させる方向の回転モーメントが発生するが、環
状突部が位置決め手段に案内されることによって前記回転軸の鉛直方向の移動が規制され
るので、外力によってカム部は回転せず、カム部がカム収容凹部から脱落したり、従動片
を揺動させた状態で停止することがない。
【００１７】
　請求項２に記載の電気コネクタは、回路基板の導電パターンに半田付けされ、絶縁ハウ
ジングを回路基板上に固定するホールド金具が、絶縁ハウジングに固定して取り付けられ
、位置決め手段は、ホールド金具の後方で二股に分岐する一対の腕部で構成され、一対の
腕部の間に環状突部が挿通することを特徴とする。
【００１８】
　ホールド金具の後方で二股に分岐する一対の腕部の間に、カム部の回転軸の軸周り突設
された環状突部が挿通するので、回転軸の鉛直方向の移動が一対の腕部の間で規制されな
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がら、環状突部が回動自在に案内される。
【００１９】
　請求項３に記載の電気コネクタは、一対のホールド金具が、それぞれ絶縁ハウジングの
挿入凹部の両側に沿って固定され、各ホールド金具の一対の腕部に、カム部の両側で前記
回転軸の軸周りに突設された環状突部が挿通することを特徴とする。
【００２０】
　それぞれ絶縁ハウジングの挿入凹部の両側に沿って固定される一対のホールド金具が、
それぞれ回路基板の導電パターンに半田付けされるので、絶縁ハウジングに種々の方向か
ら外力が加わっても回路基板に強固に固定され、導電コンタクトと回路基板のパターンと
の半田接続部に外力が加わらず、パターン剥離が生じない。
【００２１】
　ロックレバーの両側で回転軸の鉛直方向の移動が規制されるので、ロックレバーが予期
しない外力を受けても、回転軸がねじれない。
【００２２】
　請求項４に記載の電気コネクタは、位置決め手段は、カム部の回転軸に沿ったカム収容
凹部の側方に凹設された凹溝で構成され、凹溝に環状突部が挿通することを特徴とする。
【００２３】
　絶縁ハウジングに凹設された凹溝の間に、カム部の回転軸の軸周り突設された環状突部
が挿通するので、回転軸の鉛直方向の移動が凹部の間で規制されながら、環状突部が回動
自在に案内される。
【発明の効果】
【００２４】
　請求項１の発明によれば、カム部の回転軸に沿った側方の部位に環状突部を突設すると
ともに、環状突部を後方から遊挿させ、回転軸周りに回動自在に案内する位置決め手段を
絶縁ハウジングに設け、若しくは絶縁ハウジングに別に取付けるだけで、ロックレバーに
異常な外力が加わっても過回転したり、ロックレバーが脱落することがない。
【００２５】
　請求項２の発明によれば、絶縁ハウジングを回路基板上に固定するホールド金具の一部
に位置決め手段が設けられるので、位置決め手段を形成する為の部品を別に用意して絶縁
ハウジングに固定する必要がない。
【００２６】
　また、位置決め手段は、ホールド金具を取り付ける絶縁ハウジングのスペース内に形成
されるので、位置決め手段を設けることによって絶縁ハウジングの外形が拡大することが
ない。
【００２７】
　請求項３の発明によれば、絶縁ハウジングを回路基板へ強固に固定する一対のホールド
金具を利用して、カム部の回転軸を水平に案内し、更に確実にカム部の過回転やカム収容
凹部からの脱落を防止できる。
【００２８】
　請求項４の発明によれば、絶縁ハウジングに凹部を凹設して位置決め手段が設けられる
ので、位置決め手段を形成する為の部品を別に用意して絶縁ハウジングに固定する必要が
ない。
【００２９】
　また、位置決め手段は、絶縁ハウジングの一部を凹設して形成されるので、位置決め手
段を設けることによって絶縁ハウジングの外形が拡大することがない。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施の形態に係る電気コネクタ１の前方斜め上方からみた斜視図であ
る。
【図２】可撓性フラットケーブル１２０が接続された状態を示す電気コネクタ１の斜視図
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である。
【図３】ロック位置に回動したロックレバー２の斜視図である。
【図４】解放位置に回動したロックレバー２の斜視図である。
【図５】絶縁ハウジング３とホールド金具４の斜視図である。
【図６】導電コンタクト５の斜視図である。
【図７】ロックレバー２が解放位置にある状態の（ａ）は、導電コンタクト５に沿って切
断した（ｂ）は、ホールド金具４に沿って切断した電気コネクタ１の縦断面図である。
【図８】ロックレバー２をロック位置にある状態の（ａ）は、導電コンタクト５に沿って
切断した（ｂ）は、ホールド金具４に沿って切断した電気コネクタ１の縦断面図である。
【図９】ロックレバー２をロック位置へ回動し、可撓性フラットケーブル１２０を接続し
た状態の（ａ）は、前方側の斜め上方からみた斜視図、（ｂ）は、板バネ片２に沿って切
断した縦断面図である。
【図１０】ロックレバー１０１が解放位置にある従来の電気コネクタ１００の縦断面図で
ある。
【図１１】ロックレバー１０１がロック位置にある従来の電気コネクタ１００の縦断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の一実施の形態に係る電気コネクタ１は、プリント配線基板等の回路基板
（図示せず）上に実装され、フレキシブル配線基板（ＦＰＣ）やフレキシブルフラットケ
ーブル（ＦＦＣ）等からなる可撓性フラットケーブル１２０を回路基板の導電パターンへ
電気接続するもので、以下、図９において可撓性フラットケーブル１２０を挿抜する左右
方向を前後方向と、紙面に直交する方向を左右方向として、この電気コネクタ１の詳細を
図１乃至９を用いて説明する。
【００３２】
　図１と図２に示すように、電気コネクタ１は、絶縁ハウジング３の後方に、ロック操作
手段としてのロックレバー２が回動自在に取り付けられたいわゆるバックフリップ型のロ
ック機構を備え、ロックレバー２は、絶縁ハウジング３に対して起立する図１に示す解放
位置と、後方に押し倒される図２に示すロック位置との間で回動操作される様になってい
る。
【００３３】
　絶縁ハウジング３は、絶縁合成樹脂により、左右方向を長手方向とする直方体状に成形
されたもので、その前方には、前方から可撓性フラットケーブル１２０の端末部を挿入す
る挿入凹部６が左右方向に沿って細長に凹設され、後方には、上記ロックレバー２のカム
部９を収容するカム収容凹部７が絶縁ハウジング３の上面から後面にかけて開口して、同
様に左右方向に沿って凹設されている。
【００３４】
　絶縁ハウジング３には、可撓性フラットケーブル１２０の配線パターン数と同数の導電
コンタクト５が配線パターンと同ピッチで左右方向に互いに絶縁して取り付けられている
。各導電コンタクト５は、薄板状の導電性金属板を打ち抜いて図６に示す形状に同形状に
形成され、図７（ａ）に示すように、絶縁ハウジング３の下面側に沿って前後方向に固定
される固定片５ａと、固定片５ａの中間から上方に起立する起立支持片５ｂと、起立支持
片５ｂの上端から挿入凹部６の上方に沿って前方に突出する可動接触片５ｃと、起立支持
片５ｂの上端からカム収容凹部７の上方に沿って後方に突出する従動片５ｄとを一体に有
している。
【００３５】
　固定片５ａの前方には、挿入凹部６内でその自由端が可動接触片５ｃと上下方向で対向
する固定接触片５ｅが、後方に向かって一体に片持ち支持されている。可動接触片５ｃと
固定接触片５ｅとの間隔は、導電コンタクト５が外力を受けない自由状態で、可撓性フラ
ットケーブル１２０の端末部の厚みよりわずかに長く、従って、常時は、可撓性フラット
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ケーブル１２０を無負荷で挿入凹部６へ挿入することができる。
【００３６】
　従動片５ｄと対向してカム収容凹部７の下方に露出する固定片５ａの後端には、楔形に
上方に突出する抜け止め突起５ｆが一体に形成され、その下方は絶縁ハウジング３の下面
に沿って露出し、電気コネクタ１が実装される回路基板の導電パターンに半田接続される
半田接続部５ｇとなっている。また、固定片５ａに対してカム収容凹部７内の上方で対向
する従動片５ｄの後端にも、楔形に下方に突出する抜け止め突起５ｈが一体に形成されて
いる。抜け止め突起５ｆ、５ｈ間は、後述するカム部９のカム面９ａの短手方向幅より狭
く、これによりカム収容凹部７内の従動片５ｄと固定片５ａの間に配置されるカム部９が
後方に対して抜け止めされる。
【００３７】
　図５に示すように、絶縁ハウジング３には、更に、導電コンタクト５と同様に薄板の金
属板を打ち抜いて形成される一対のホールド金具４、４が、それぞれ挿入凹部６の左右の
内側面に沿って取り付けられる。ホールド金具４は、細長帯状に形成され、その前方で絶
縁ハウジング３の下面に沿って露出し、電気コネクタ１が実装される回路基板のダミーパ
ターンに半田接続される半田接続部４ａと、後方で上下に分岐された一対の位置決め腕部
１０、１０を有している。電気コネクタ１は、絶縁ハウジング３の前後方向と左右方向の
異なる位置で各導電コンタクト５の半田接続部５ｇと各ホールド金具４の半田接続部４ａ
が回路基板に対して半田接続されるので、可撓性フラットケーブル１２０の挿抜や予期し
ない外力を受けても、回路基板に対して強固に固定され、半田接続部５ｇの半田付け部の
パターン剥離を防止できる。
【００３８】
　一対の位置決め腕部１０、１０は、後述するロックレバー２の円柱突部８をその間に游
挿させるもので、位置決め腕部１０，１０間の間隔は、円柱突部８の直径よりわずかに長
いものとなっている。また、その後端には、対向方向に突出する抜け止め突起１０ａ、１
０ａが形成され、円柱突部８の後方への脱落を防止している。
【００３９】
　ロックレバー２は、カム収容凹部７の左右の内側面に沿って摺動する一対の側板部２ａ
、２ａと、絶縁ハウジング３に対して起立する図４に示す解放位置で、一対の側板部２ａ
、２ａ間の上方に一体に掛け渡された操作摘２ｂと、一対の側板部２ａ、２ａの下方で、
その間に左右方向に一体に連設されたカム部９及び一対の円柱突部８、８とを有している
。カム部９は、絶縁ハウジング３に取り付けられる全ての導電コンタクト５に交差する左
右方向幅で、各導電コンタクト５の従動片５ｄと固定片５ａの間で交差する部位は、縦断
面の輪郭であるカム面９ａが、図７（ａ）に示す解放位置で横長、図８（ａ）、図９（ａ
）で示すロック位置で縦長の長円形となっている。カム部９がカム収容凹部７内の上下方
向で対向する各導電コンタクト５の従動片５ｄと固定片５ａの間に回転自在に収容される
ことにより、ロックレバー２は、絶縁ハウジング３に対し、図１、図７に示す解放位置と
、図２、図８に示すロック位置との間で回動自在に支持される。
【００４０】
　各導電コンタクト５の従動片５ｄと固定片５ａとの間隔は、ロックレバー２が解放位置
でのカム部９の高さより長く、ロック位置でのカム部９の高さより短い。従って、ロック
レバー２を解放位置からロック位置まで回動させると、カム部９は、その後方の回転軸Ｃ
周りに回転し、従動片５ｄを押し上げる。その結果、可動接触片５ｃは図７（ａ）で反時
計回りに回転し、図８（ａ）に示すように、その自由端側が挿入凹部６内で下方に撓む。
【００４１】
　一対の円柱突部８、８は、カム部９の左右の両側で回転軸Ｃの軸周りに縦断面の輪郭が
円形となった円柱形に形成されている。一対の円柱突部８、８は、カム収容凹部７内で前
方から挿入して取り付けられる一対のホールド金具４、４の位置に形成され、上述のよう
に、ホールド金具４の一対の位置決め腕部１０、１０によって上下方向の移動が規制され
た状態でその間に回動自在に案内される。これにより、少なくともロックレバー２が回動
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する解放位置とロック位置の間で回動する回動範囲では、図７（ｂ）、図８（ｂ）に示す
ように、円柱突部８は拘束されずに回動し、ロックレバー２の回動操作が損なわれること
がない。
【００４２】
　上述のように構成された電気コネクタ１の組み立ては、絶縁ハウジング３の後方から前
方に向かって複数の導電コンタクト５の各固定片５ａを対応部位に形成された取付溝へ圧
入するとともに、その左右両側の取付溝に、一対のホールド金具４を前方から後方に向か
って圧入し、絶縁ハウジング３へ取り付ける。
【００４３】
　その後、ロックレバー２のカム部９を、各導電コンタクト５の抜け止め突起５ｆ、５ｈ
の隙間から前方に挿入し、従動片５ｄを上方へ押し上げながら、従動片５ｄと固定片５ａ
間に収容する。この時、カム部９の両側の円柱突部８、８も、ホールド金具４の抜け止め
突起１０ａ、１０ａの間から上方側の位置決め腕部１０を押し上げて、位置決め腕部１０
、１０間に収容される。
【００４４】
　カム部９と円柱突部８は、それぞれその上下方向の高さより狭い導電コンタクト５の抜
け止め突起５ｆ、５ｈとホールド金具４の抜け止め突起１０ａ、１０ａによって後方に対
して抜け止めされ、ロックレバー２は、絶縁ハウジング３の上面の後端に当接して起立す
る解放位置と回路基板の表面に平行なロック位置との間で回転軸Ｃ周りで絶縁ハウジング
３に回転自在に取り付けられる。
【００４５】
　絶縁ハウジング３に、複数の導電コンタクト５とホールド金具４とロックレバー３を取
り付けた電気コネクタ１は、各導電コンタクト５の半田接続部５ｇを対向部位に臨む回路
基板の導電パターンに半田接続するとともに、ホールド金具４の半田接続部４ａを回路基
板のダミーパターンに半田接続することにより、回路基板に表面実装される。
【００４６】
　可撓性フラットケーブル１２０を接続する際には、ロックレバー２を図７（ａ）（ｂ）
に示す解放位置とし、挿入凹部６内の固定接触片５ｅと可動接触片５ｃの間に可撓性フラ
ットケーブル１２０の端末部を挿入する隙間を形成し、複数の導電コンタクト５からの弾
性を受けずに可撓性フラットケーブル１２０の端末部を挿入させる。
【００４７】
　可撓性フラットケーブル１２０の端末部を挿入凹部６へ挿入した後、ロックレバー２を
図９（ａ）（ｂ）に示すロック位置まで回転させると、断面長円形のカム部９が起立して
従動片５ｄを押し上げ、基端に図中反時計回りの回転モーメントが作用する可動接触片５
ｃと固定接触片５ｅの間で可撓性フラットケーブル１２０を挟持し、可動接触片５ｃが可
撓性フラットケーブル１２０の対向部位に露出する配線パターンに弾性接触する。その結
果、可撓性フラットケーブル１２０の各配線パターンは、導電コンタクト５を介して回路
基板の導電パターンに電気接続する。
【００４８】
　可撓性フラットケーブル１２０を挿入凹部６から引き出す際には、ロックレバー２をロ
ック位置から解放位置まで回転させ、カム部９の従動片５ｄに当接するカム面９ａが下降
し従動片５ｄの押し上げを解除する。これにより、可動接触片５ｃは自らの弾性によって
、挿入凹部６から後退する上方に撓み、固定接触片５ｅと可動接触片５ｃの間に可撓性フ
ラットケーブル１２０の端末部の厚さ以上の隙間が形成され、可撓性フラットケーブル１
２０を無負荷で挿入凹部６から抜き出すことができる。
【００４９】
　このロックレバー２の解放位置とロック位置との間の回動では、円柱突部８の上下方向
の高さが変化しないので、円柱突部８の直径よりわずかに長い間隔の位置決め腕部１０、
１０に拘束されず、自由に回動する。
【００５０】
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　一方、カム部９が導電コンタクト５の抜け止め突起５ｆ、５ｈの隙間から抜け出るよう
な外力がロックレバー２に加わる場合には、回転軸Ｃを鉛直方向（主として上方）に変位
させようとする力が加わるが、円柱突部８の鉛直方向の移動は位置決め腕部１０、１０に
より規制され、回転軸Ｃも鉛直方向に対して位置決めされるので、カム部９は抜け止め突
起５ｆ、５ｈの隙間から脱落しない。
【００５１】
　上述の実施の形態では、円柱突部８を鉛直方向の同一高さで回転軸Ｃ周りに回動自在に
案内する位置決め手段を、絶縁ハウジング３を回路基板へ強固に固定するホールド金具４
の一部の位置決め腕部１０、１０で構成したが、絶縁ハウジング３に固定される別の金具
に形成してもよく、また、絶縁ハウジング３自体に位置決め腕部１０、１０の間隔に相当
する凹溝を形成して上記位置決め手段とすることもできる。
【００５２】
　また、円柱突部８の縦断面の輪郭は、少なくともロックレバー２が解放位置とロック位
置の間で回動する間に同一の高さであればよく、必ずしも円形の輪郭である必要はない。
【００５３】
　更に、上述の実施の形態では、ロックレバー２が絶縁ハウジング３の後方に配置された
バックフリップ方式で説明したが、前方に配置される等他のロック方式の電気コネクタで
あっても、本発明を適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　ロックレバーを回動させて無挿抜力で可撓性フラットケーブルを電気接続する電気コネ
クタに適している。
【符号の説明】
【００５５】
１　電気コネクタ
２　ロックレバー
３　絶縁ハウジング
４　ホールド金具
５　導電コンタクト
５ｂ　起立支持片
５ｃ　可動接触片（接触片）
５ｄ　従動片
６　挿入凹部
７　カム収容凹部
８　円柱突部（環状突部）
９　カム部
１０　位置決め腕部（位置決め手段）
１２０　可撓性フラットケーブル
Ｃ　回転軸
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